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大熊町役場
　大熊町大川原字南平 1717
☎０２４０- ２３- ７５６８（総務課）

会津若松出張所
　会津若松市インター西 111
☎０２４２- ２３- ４１２１

いわき出張所
　いわき市好間町下好間字鬼越 18
☎０２４６- ３６- ５６７１

中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
☎０２４- ９８３- ０６８６

広報

お知らせ版
2022年 6 月 15日

発行 : 大熊町役場　総務課　秘書広聴係

おお
 くま

■支給額　児童 1人につき 5万円
■対象者　次のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給しているため、令和４年
　４月分の児童扶養手当を受給していない方
③新型コロナウイルス感染症の影響で家計が
　急変し、収入が児童扶養手当の受給水準と
　なっている方
※過去にひとり親世帯以外分の低所得の子育
　て世帯対象の支援給付金を受給している場
　合は、本給付金の支給は受けられません。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給します

問　大熊町役場　教育総務課　幼児教育係　☎０２４０- ２３- ７１９７

■申請手続き
【申請不要で給付を受け取れる方】
・対象者①に該当する方
　6 月下旬以降、令和 4 年 4 月分の児童扶養手当を
　受給している口座に支給されます。
※支給を希望しない場合は、受給拒否届出書の提出
　が必要です。
※振込先口座を変更する場合は、手続きが必要です。
【申請が必要な方】
・対象者の②、③に該当する方
※申請方法は教育総務課幼児教育係にお問い合わせ
　ください。

＜ひとり親世帯以外分の低所得の子育て世帯対象の支援給付金＞
　ひとり親世帯以外分については、詳細が決まり次第、広報紙と町公式サイトでお知らせします。

図書館蔵書の無償譲与を追加で実施します
　２回目の町図書館・民俗伝承館の開放と本の譲与を行います。参加には申し込みが必要で
す。詳しくは、町公式サイトまたは今回の広報紙に同封したチラシをご確認ください。

時　６月 20 日（月）～ 22 日（水） 問　大熊町役場 教育総務課 社会教育係　☎０２４０- ２３- ７１９４
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問　大熊町役場　保健福祉課　保健衛生係　☎０２４０- ２３- ７４１９
　　大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター　☎０１２０- ２０５- ８０８

町内接種（４回目）の予約方法（７月分）

【集団接種】

①コールセンターに電話で予約する

■予約受付開始日　６月 27日（月）午前９時～
■接種会場　大熊町住民福祉センター（大川原字南平 1920-1）
■申込先　　大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター
　　　　　　☎０１２０－２０５－８０８
　　　　　　受付時間：午前９時～午後５時　（土日祝日は除く）

②接種日を決める（定員：予約枠１日あたり約 100 人）

予約枠 追加接種（４回目）実施日 使用ワクチン

１ ７月 13日（水）

ファイザー２ ７月 20日（水）

３ ７月 27日（水）

③接種時間を決める

　午前 10 時 30 分～／午前 10 時 45 分～／午前 11 時～／午前 11 時 15 分～／午前 11 時 30 分～
　午後１時 30 分～／午後１時 45 分～／午後２時～／午後２時 15 分～／午後２時 30 分～

【１・２回目接種をご希望の方】
■対象者　12 歳以上の未接種者（15 歳以下の方は保護者の同意と同伴が必要です。）
　　　　　※小児（５～ 11 歳）接種は町内で実施していません。
【３回目接種をご希望の方】
■対象者　12 歳以上で２回目接種を終了してから５か月以上経過した方

※ 1・2・３回目の接種を希望される方は、集団接種と同様にコールセンターにお申し込みください。接種日
　等についての詳細は調整してご連絡します。

※３回目の接種終了後５か月経過した
　方が対象になります。ご自身の接種
　できる時期をご確認の上、お申し込
　みください。
※予約が少ない場合は、午前中のみの
　接種時間に変更することがあります。

町外で接種を受ける方へ
　接種予約時期は各自治体によって異なります。接種券が届いてもすぐに予約ができない場合がありますの
で、必ず避難先自治体の広報紙や公式ホームページ、コールセンターで最新の情報を確認してから予約して
ください。
　接種券に同封した「住所地外接種届出済証」を持参すれば避難先で接種ができます。ワクチンの供給量は
避難先でも十分に確保されます。感染拡大防止の観点からも、避難先での接種にご協力ください。
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＜住民福祉センター地図＞
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新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチン追加接種（４回目）
　新型コロナワクチンの４回目接種について、高い重症化予防効果が得られることから、無料で受け
られるようになりました。
　大熊町に住民票がある３回目接種を終了した方のうち、今回対象になる方には、順次「新型コロナ
ワクチン（４回目）接種券」を発送します。

■対象者　３回目接種から５か月以上が経過した次の方

対象者 接種を受けるための手続き

60歳以上の方 ４回目接種のお知らせや接種券を順次発送します。（手続き不要）

18歳～ 59歳のうち、
・基礎疾患等を有する方
・重症化リスクが高いと医師が認める方

基礎疾患等を把握するため「接種券発行申請書」を送付します。
申請書を提出された方に接種券を送付します。

＜基礎疾患とは＞（以下に該当する方が今回の対象者になります。）
○ 18 歳～ 59 歳で次の基礎疾患があり、通院または入院している。
　・慢性の呼吸器の病気
　・慢性の心臓病（高血圧を含む。）
　・慢性の腎臓病　
　・慢性の肝臓病（肝硬変等）
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病また
　　は他の病気を併発している糖尿病
　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケ
　　アを受けている悪性腫瘍を含む。）
　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる
　　治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患　
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能
　　が衰えた状態（呼吸障害等）　

　・染色体異常　
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の
　　知的障害とが重複した状態）　
　・睡眠時無呼吸症候群　
　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院
　　している、精神障害者保健福祉手帳を所持
　　している（※）、または自立支援医療（精
　　神通院医療）で「重度かつ継続」に該当す
　　る場合）や知的障害（療育手帳を所持して
　　いる（※）場合）
　※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を
　　所持している方については、通院または入
　　院していない場合も、基礎疾患のある方に
　　該当します。

○ 18 歳～ 59 歳で BMI（※）が 30 以上である。※ボディ・マス指数。[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出される値

○ 18 歳～ 59 歳で新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認めら
　　れた。

■接種するワクチン（１～３回目に接種したワクチンの種類に関わらず、次のいずれか）
　・ファイザー社のワクチン（12 歳以上用）
　・武田／モデルナ社のワクチン
■注意事項
　５月 25 日現在の情報です。今回の対象者以外の方については、情報が入り次第お知らせします。
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時
　

７
月
20
日
（
水
）

　
午
前
10
時
～

場
　

大
熊
町
役
場 

中
通
り
連
絡
事
務

　
所
（
郡
山
市
希
望
ヶ
丘
11
の
10
）

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
　

５
０
０
円（
弁
当・飲
み
物
付
き
）

定
　

先
着
25
人

申
　

必
要

期
　

７
月
10
日
（
日
）
ま
で

☎
０
９
０
（
８
４
２
３
）
６
５
１
５

FAX
０
２
４
（
９
５
４
）
８
８
７
８

　
（
斎
藤
重
征
）

☎
０
９
０
（
９
６
３
３
）
９
２
３
８

　
（
片
倉
荘
次
）

内
　

お
お
く
ま
・
ふ
た
ば　
ふ
る
さ

　
と
探
訪
（
町
内
の
新
し
い
施
設

　
見
学
や
双
葉
町
の
伝
承
館
、
道

　
の
駅
な
み
え
巡
り
）

時
　

７
月
23
日
（
土
）

　
午
前
８
時
ラ
パ
ー
ク
い
わ
き
駐

　
車
場
集
合

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
　

無
料
（
飲
み
物
・
昼
食
付
き
）

定
　

先
着
30
人

申
　

必
要

期
　

７
月
14
日
（
木
）
ま
で

☎
０
９
０
（
５
２
３
４
）
２
４
６
７

　
（
奥
山
和
枝
）

☎
０
９
０
（
３
６
４
５
）
２
７
６
５

　
（
伊
東
光
子
）

内
　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

時
　

７
月
31
日
（
日
）

　
午
前
９
時
30
分
～

場
　

渡
辺
宅
（
い
わ
き
市
山
田
町
）

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
　

１
０
０
０
円　
定

　

先
着
30
人

☎
０
９
０
（
７
３
２
６
）
７
４
４
４

　
（
事
務
局
・
石
田
和
枝
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
参
加
の
心
得

・
体
調
が
悪
い
場
合
は
参
加
を

　
見
送
り
ま
し
ょ
う

・
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

・
２
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
あ
け

　
ま
し
ょ
う

・
検
温
を
し
ま
し
ょ
う

・
手
指
の
消
毒
を
し
ま
し
ょ
う

問
　

大
熊
町
役
場　

保
健
福
祉
課

　
介
護
保
険
係

☎
０
２
４
０
（
23
）
７
２
２
６　

　
浜
通
り
、
中
通
り
お
よ
び
会
津

地
区
の
お
お
く
ま
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

協
会
員
、
町
民
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
愛

好
者
の
親
睦
、交
流
を
図
る
た
め
、

交
流
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
新
た
に
１
コ
ー
ス
が

追
加
さ
れ
て
、
全
４
コ
ー
ス
と

な
っ
た
泉
崎
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
で

行
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
多
数
の
ご

参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

時
　

７
月
６
日
（
水
）（
小
雨
決
行
）

　
午
前
９
時
30
分
集
合

場
　

泉
崎
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

　
（
泉
崎
村
さ
つ
き
温
泉
内
）

☎
０
２
４
８
（
53
）
４
１
４
１

費
　

１
０
０
０
円
（
景
品
代
）

持
　

昼
食
と
飲
み
物
（
さ
つ
き
温
泉

　
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
利
用
可
）

期
　

６
月
24
日
（
金
）
ま
で

■
そ
の
他

①
競
技
内
容：４
コ
ー
ス（
36
ホ
ー

　
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
）

②
表
彰
内
容
：
優
勝
、
準
優
勝
、

　

第
三
、四
、五
位
（
男
女
別
）、

　
飛
賞
（
男
女
混
合
）、
ホ
ー
ル

　
イ
ン
ワ
ン
賞
、
参
加
賞

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
・
延
期
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
影
響
で
、
各
種
イ
ベ
ン

ト
が
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
開
催
に
つ
い
て
は
、
事
前
に

各
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
お
く
ま
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
　

浜
・
中
・
会
津
交
流
大
会

③
さ
つ
き
温
泉
宿
泊
の
懇
親
会
を

　
大
会
前
日
に
行
い
ま
す
。（
宿
泊

　
料
金
：
１
人
９
０
０
０
円
（
飲

　
み
物
代
別
途
））

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

☎
０
９
０
（
８
４
２
３
）
６
５
１
５

　
（
斎
藤
重
征
）

☎
０
９
０
（
４
５
５
７
）
６
１
２
１

　
（
藤
田
昭
俉
）

☎
０
８
０
（
６
０
４
８
）
９
９
３
８

　
（
佐
藤
秀
一
）

☎
０
９
０
（
７
０
７
８
）
９
８
９
７

　
（
泉
康
弘
）

内
　

健
康
に
関
す
る
講
話
と
軽
体
操

　
（
弁
当
付
き
）

時
７
月
７
日
（
木
）
午
前
10
時
～

場
　

い
わ
き
市
泉
公
民
館
講
堂

　
（
い
わ
き
市
泉
町
四
丁
目
13
の
11
）

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん　
費

　

無
料

持
　

運
動
で
き
る
履
物
、
タ
オ
ル

定
　

先
着
30
人　
申

　

必
要

☎
０
９
０
（
５
１
８
８
）
８
１
６
３

　
（
宮
本
明
）

内
　

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ「
ボ
ッ
チ
ャ
、

　

ク
ロ
リ
テ
ィ
ー
（
輪
投
げ
競

　
技
）」
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

※
競
技
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

お
お
く
ま
い
わ
き
友
の
会

大
熊
町
い
わ
き
会

お
お
く
ま
中
通
り
会

大
熊
町
山
田
会

　

　
有
効
期
限
が
令
和
４
年
７
月
31

日
ま
で
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
、
更
新

申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
こ
の
制
度
を
利
用
す

る
た
め
に
は
、
８
月
末
ま
で
に
更

新
申
請
が
必
要
で
す
。

　
新
規
で
利
用
さ
れ
る
方
は
、
問

い
合
わ
せ
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
と
は
…

　
介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人
福
祉
施

設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養

型
医
療
施
設
、
介
護
医
療
院
）
や
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
と
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
用
の
自
己
負
担
分
の
ほ
か
に
居

住
費
・
食
費
な
ど
も
負
担
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
所
得
の
低
い
方
に
つ
い

て
は
、
申
請
に
基
づ
き
段
階
ご
と
に
居

住
費
・
食
費
の
上
限
額
（
負
担
限
度
額
）

を
定
め
、負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

負
担
限
度
額
は
、
利
用
者
負
担
段
階
ご

と
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
と
通

　
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
デ
イ
ケ

　
ア
）
等
の
食
費
は
対
象
外
で
す
。

※
世
帯
の
課
税
状
況
と
個
人
の
所
得
状

　
況
、
預
貯
金
等
の
合
計
額
に
よ
っ
て

　
審
査
し
ま
す
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
申
請
を
受
け
付
け
ま
す


